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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
で
示
さ
れ
た
教
職
員
定
数
の
合
理
化
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
で
示
さ
れ
た
教
職
員
定
数
の
合
理
化
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
教
職
員
の
定
数
削
減
の
試
算
」
は
、
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
（
平
成
二
十
七
年
五
月
十
一
日
）

に
お
い
て
、
財
務
省
か
ら
説
明
資
料
と
し
て
提
出
し
た
「
少
子
化
を
踏
ま
え
た
教
職
員
定
数
の
合
理
化
①
」
（
以
下
「
本
資

料
」
と
い
う
。
）
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
資
料
は
「
財
政
健
全
化
計
画
等
に
関
す
る
建
議
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
財
政
制
度
等
審
議
会
建
議
。
以
下
「
平

成
二
十
七
年
建
議
」
と
い
う
。
）
に
向
け
た
議
論
に
資
す
る
た
め
に
お
示
し
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
資
料
に
お
け
る
試
算
は
、

文
部
科
学
省
に
お
け
る
平
成
二
十
七
年
度
予
算
の
概
算
要
求
時
の
見
積
り
に
示
さ
れ
た
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制

及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「
義
務
標
準
法
」
と
い
う
。
）
第
七

条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
等
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
定
数
（
以
下
「
基
礎
定
数
」
と
い
う
。
）
並
び
に
公
立
の
小

学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
ご
と
に
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
義

務
標
準
法
第
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
学
級
編
制
の
標
準
に
基
づ
き
学
級
編
制
し
た
場
合
の
学
級
（
以
下
「
標
準
学
級
」
と

一



い
う
。
）
の
一
学
級
当
た
り
の
義
務
標
準
法
第
十
五
条
等
に
規
定
す
る
教
職
員
の
定
数
の
算
定
に
係
る
加
算
の
措
置
（
以
下

「
加
配
定
数
」
と
い
う
。
）
を
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
六
年
度
ま
で
一
定
と
し
て
計
算
し
た
加
配
定
数
を
基
に
計

算
し
た
結
果
で
あ
る
。

ま
た
、
本
資
料
は
、
財
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
財
政
制
度
等
審
議
会
の
財
政
制
度
分
科
会
に
示
さ
れ
、
同
分
科
会
及

び
同
審
議
会
に
お
け
る
審
議
を
経
て
、平
成
二
十
七
年
建
議
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
財
務
大
臣
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

本
資
料
は
、
少
子
化
等
に
よ
る
基
礎
定
数
の
減
少
に
加
え
、
平
成
三
十
六
年
度
ま
で
に
加
配
定
数
四
千
二
百
十
四
人
の
合

理
化
が
可
能
で
あ
る
と
の
試
算
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
試
算
し
た
少
子
化
に
伴
う
学

級
数
の
減
少
を
踏
ま
え
、
そ
う
し
た
中
で
も
現
在
の
一
標
準
学
級
当
た
り
の
加
配
定
数
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の

教
育
環
境
が
今
後
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
試
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
提
案
は
、
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
（
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
七
日
）
に
お
い
て
、
「
平
成
二

十
七
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日
財
政
制
度
等
審
議
会
建
議
。
以
下
「
平
成

二



二
十
六
年
建
議
」
と
い
う
。
）
に
向
け
た
議
論
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
財
務
省
か
ら
説
明
資
料
と
し
て
示
し
た
も
の
の
一
部

を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
議
論
の
結
果
と
し
て
平
成
二
十
六
年
建
議
に
お
い
て
は
「
「
小
一
三
十

五
人
学
級
」
を
継
続
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
効
果
が
客
観
的
に
国
民
に
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、

財
務
省
と
し
て
は
、
本
記
述
が
、
直
ち
に
平
成
二
十
七
年
六
月
三
日
の
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
の
議
決
に
反
す
る
も
の
と

は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

教
育
は
未
来
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
学
力
、
能
力
、
人
間
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
は
、

我
が
国
の
将
来
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

一
方
、
我
が
国
の
財
政
状
況
は
極
め
て
厳
し
く
、
財
務
省
と
し
て
は
、
教
育
予
算
に
つ
い
て
も
、
他
の
予
算
と
同
様
、
重

点
化
及
び
効
率
化
を
図
り
な
が
ら
教
育
の
質
の
向
上
を
目
指
す
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
取
組
に
よ

り
、
厳
し
い
財
政
事
情
の
中
で
あ
っ
て
も
、
効
果
的
に
教
育
環
境
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
今
回
提
示
さ
れ
た
合
理
化
計
画
」
が
何
を
指
す
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
資
料
は
、
平
成
二

三



十
七
年
建
議
に
向
け
た
議
論
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
現
在
の
一
標
準
学
級
当
た
り
の
加
配
定
数
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、

少
人
数
指
導
な
ど
の
現
在
の
教
育
環
境
を
今
後
も
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
一
定
の
仮
定
の
下
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

財
務
省
と
し
て
は
、
平
成
二
十
三
年
の
義
務
標
準
法
の
改
正
の
趣
旨
や
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
少
人
数
学
級
の
取
組
に
逆

行
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
公
立
の
小
学
校
又
は
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
一
学
級

の
児
童
又
は
生
徒
数
の
標
準
は
、
義
務
標
準
法
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
の
同
学
年
の
児
童

又
は
生
徒
数
で
編
制
す
る
学
級
に
お
い
て
は
四
十
人
（
公
立
の
小
学
校
の
第
一
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級
に
あ
っ
て
は

三
十
五
人
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
加
配
定
数
の
措
置
に
よ
り
、
公
立
の
小
学
校
の
第
二
学
年
以
上
の
学
年
や
中
学
校
に

お
い
て
も
、
三
十
五
人
と
な
っ
て
い
る
都
道
府
県
も
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
の
少
人
数
学
級
の
推
進
や
個
別
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
教
職
員
の
定
数
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
学
級
規
模
の
縮
小
や
教
職
員
配
置
の
改
善
等
の
取
組
の
効
果
を
検
証
し
つ
つ
、
学
校
教
育
の
状
況
や
国
及
び
地
方
の
財

政
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
教
育
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
教
職
員
配
置
の
適
正
化
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方

四



策
を
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

八
及
び
十
二
に
つ
い
て

本
資
料
は
、
平
成
二
十
七
年
建
議
に
向
け
た
議
論
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
現
在
の
一
標
準
学
級
当
た
り
の
加
配
定
数
を
維

持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
人
数
指
導
な
ど
の
現
在
の
教
育
環
境
を
今
後
も
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
一
定
の
仮
定
の
下

に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
い
じ
め
や
不
登
校
な
ど
学
校
が
抱
え
る
個
別
課
題
が
多
様
化
す
る
中
で
、
こ
う
し
た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
教

職
員
の
定
数
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
は
、
学
級
規
模
の
縮
小
や
教
職
員
配
置
の
改
善
等
の
取
組
の
効
果
を
検
証
し
つ
つ
、
学

校
教
育
の
状
況
や
国
及
び
地
方
の
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
教
育
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
教
職
員
配
置
の
適
正
化

を
計
画
的
に
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

本
資
料
は
、
平
成
二
十
七
年
建
議
に
向
け
た
議
論
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
現
在
の
一
標
準
学
級
当
た
り
の
加
配
定
数
を
維

持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
人
数
指
導
な
ど
の
現
在
の
教
育
環
境
を
今
後
も
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
一
定
の
仮
定
の
下

に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五



い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
の
少
人
数
学
級
の
推
進
や
個
別
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
教
職
員
の
定
数
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
学
級
規
模
の
縮
小
や
教
職
員
配
置
の
改
善
等
の
取
組
の
効
果
を
検
証
し
つ
つ
、
学
校
教
育
の
状
況
や
国
及
び
地
方
の
財

政
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
教
育
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
教
職
員
配
置
の
適
正
化
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方

策
を
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
一
に
つ
い
て

本
資
料
は
、
平
成
二
十
七
年
建
議
に
向
け
た
議
論
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
現
在
の
一
標
準
学
級
当
た
り
の
加
配
定
数
を
維

持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
人
数
指
導
な
ど
の
現
在
の
教
育
環
境
を
今
後
も
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
一
定
の
仮
定
の
下

に
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
財
務
省
と
し
て
は
、
本
試
算
に
基
づ
く
教
職
員
定
数
の
合
理
化
が
、
学
校
の
統
廃
合
に
つ
な
が

る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

一
方
、
離
島
な
ど
の
へ
き
地
児
童
生
徒
の
支
援
は
引
き
続
き
重
要
な
課
題
と
考
え
て
お
り
、
平
成
二
十
七
年
度
予
算
に
お

い
て
も
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
購
入
費
補
助
な
ど
、
必
要
な
予
算
を
措
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六


